
小学校用 

                    令和 2年４月 7日 

保護者の皆様へ 

 

西尾市教育委員会 

 

自主登校教室終了後に児童クラブが利用できる児童について 

 

４月６日にきずなネットで配信しました自主登校教室に関する文

書の一部に誤解を招くような部分がありましたので、訂正させてい

ただきます。ご迷惑をおかけしたことお詫びします。 

 

（４月６日配信） 

自主登校教室利用後（午後2時 40分以降）の児童クラブの利用も

できます。 

 ↓ 

現在、児童クラブを利用している児童は、自主登校教室利用後（午

後2時 40分以降）に児童クラブの利用ができます。なお、児童ク

ラブの新規申込は、現在行っていません。 

 

３月の臨時休業中とは異なり、今回、児童クラブは平日の朝からの

開設はしません。このため、自主登校教室の利用児童のうち、児童

クラブを午後２時40分から利用できるのは、現在、児童クラブを

利用している児童に限定されますので、誤解のないようにお願いし

ます。 

 

（問合先 教育委員会事務局 学校教育課 ℡６５－２１７７） 

 

 

 

  



小学校用 

（やさしいにほんご） 

れいわ２ねん ４がつ ６にち 

 

おとうさん、おかあさん、おうちのひとへ 

 

にしおし きょういくいいんかい 
 

 しょうがっこう が やすみ の ときの とくべつ（Special）  

の きょうしつ (じしゅ とうこう きょうしつ) の あと に 

「じどうクラブ」 が つかえる ひと 

 

いま、「じどうクラブ」 を つかっている ひと だけ です。 

 

あたらしく 「じどうクラブ」 の もうしこみ は できません。 

 
 

（でんわ きょういくいいんかい がっこうきょういく か ℡０５６３－６５－２１７７） 

 


